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第 号

町

川
久
保
地
区

口
県
告
示
第
三
百
二
号

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

が
行
う
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
一
日

町
名

施
行
地
区

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

地
改
良
区
役
員
の
届
出
（
農
村
整
備

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
の
届
出

本
測
量
の
実
施
（
監
理
課
）
…
…
…

本
測
量
の
実
施
の
終
了
（
監
理
課
）

告 目

次

示地
改
良
事
業
施
行
の
同
意
（
農
村
整

定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
一
般
競

口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の

告 週
火
・
金
曜
日
発
行

た
め
池
の
整
備

第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条

つ
い
て
次
の
と
お
り
同
意
し
た

山
口
県
知

事
業
の
種
類

の
申
請
（
県
民
生
活
課
）
…
…
…
…
…

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

示

備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
（
漁
港
漁

指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
会

平
成
二
一
、

七
、
一
三

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

。事

二

井

関

成

同

意

年

月

日

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

場
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
一

計
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

示
（
平
成
二
十
年
山
口

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た

上

部

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

共
同
企
業
体
の
構
成
員

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る

構

造

物

撤

去

基

礎

被

覆

消

波

本

体

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十

一

見
島
漁
港
整
備
工
事
（
第

工
事
場
所

萩
市
見
島

工
事
の
概
要

工

山
口
県
告
示
第
三
百
三
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

り
、
見
島
漁
港
整
備
工
事
（
第

営
の
規
模
及
び
状
況
を
要
件
と

に
当
該
経
営
規
模
等
入
札
参
加

た
。

県
告
示
第
五
百
八
十
九
号
。
以
下

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

工
格、

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

と
す
る
。

の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

工工工工工
一
日

山
口

五
工
区
）

地
先

種

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

五
工
区
）
の
契
約
に
係
る
一
般
競

す
る
資
格
（
以
下
「
経
営
規
模
等

資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方

一

「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の

の

札
参
加
資
格
が
土
木
一
式
工
事
の

二
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ

札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

一
一
八
・
〇
メ
ー
ト
ル

八
〇
・
七
メ
ー
ト
ル

四
八
・
三
メ
ー
ト
ル

三
七
・
四
メ
ー
ト
ル

二
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル

県
知
事

二

井

関

成

延

長

六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な

入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
並

法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定

規 でる告 よ経びめ

告

示



平成 年 月 日 火曜日

四
七

山 口 （定期）県 報

三

第 号

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
一
日

分
ま
で

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
八
日
ま

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は

）
に
す
る
こ
と
。

３

特
定
建
設
業
の
許
可
通
知
書

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
県
萩
水
産
事
務
所

萩
市

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時

で
あ
る
こ
と
。

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

１

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

２

総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

等
級
で
あ
る
こ
と
。

２

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年

定
す
る
特
定
建
設
業
の
許
可

３

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
平
成

知
事
が
通
知
し
た
法
第
二
十
七
条

の
（
以
下
「
総
合
評
定
値
」
と
い

共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の

か
ら
同
年
八
月
十
一
日
ま
で
の

審
査
結
果
の
通
知
方
法

合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入

で
に
発
送
す
る
。

、
山
口
県
萩
水
産
事
務
所
（
電

の
写
し

代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る

大
字
江
向
五
三
一
番
地
の
一

間 査格
審
査
申
請
書
等

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書

な
い
。

法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と

（
土
木
工
事
業
に
係
る
も
の
に
限

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
十
一
年
七
月
二
十
日
ま
で
に

の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る

う
。
）
の
土
木
一
式
工
事
の
数

者
の
総
合
評
定
値
の
土
木
一
式

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十

札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

話
〇
八
三
八

二
五

三
三
七

も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

、
告
示
四
の

に
規
定
す
る
共

類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に
規

る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県

総
合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も

値
が
千
以
上
で
あ
る
こ
と
。

工
事
の
数
値
が
八
百
五
十
以
上

行
い
、
社
会
へ
の
完
全
参
加

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

下
関
市
及
び
そ
の
近
隣
在

を
は
じ
め
、
講
習
会
、
研
修

の
要
望
・
提
言
、
社
会
参
加

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、

月
三
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環

覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
七
月
三
日

文公

（
二
二
九
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

山
口
県
告
示
第
三
百
四
号

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ

六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十

一
の
表
中
「
下
関
市
職
員
互
助

会
会
長

池
永
博と

平
等
の
実
現
を
目
指
し
、
も
っ

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

下
関
市
視
覚
障
害
者
福
祉
会

尾

政
美

下
関
市
関
西
町
一
番
一
〇
号

住
の
視
覚
障
害
者
並
び
に
一
般
市

会
等
の
開
催
、
関
係
行
政
機
関
へ

促
進
及
び
会
員
相
互
の
連
絡
調
整

立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た

第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に

境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
山
口

一
日

山
口

」

男

」

告

法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条

ば
き
人
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（

う
に
改
正
す
る
。

一
日

山
口

を
「
下
関
市
職
員
互
助

会
会
長

本
間
俊

に
て
視
覚
障
害
者
福
祉
の
向
上
及
び

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

民
を
対
象
と
し
て
、
各
種
相
談
事

の

障
害
者
福
祉
施
策
に
つ
い

・
援
助
・
啓
発
等
に
関
す
る
事
業

視
覚

。掲
げ
る
書
類
は
、
平
成
二
十
一
年

県
下
関
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の

県
知
事

二

井

関

成

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

昭
和
四
十
一
年
山
口
県
告
示
第
四

県
知
事

二

井

関

成

改
め
る
。

二

広 業てを 九縦 お 百

公

告



平成

一

年 月 日 火曜日

〃（
二測

国
土

山 口 県

土
次
の土た

宇
部

（定期）報

退周
（
二

第 号

く
（
二土

改
良

作
業
の
種
類

楠
地
区

ほ
場
の
整

三
二
）
基
本
測
量
の
実
施

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
一
日

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
一
日

地
改
良
事
業
を
行
っ

者
の
名
称
又
は
氏
名

事
業
の

市

椋
並
地
区

ほ
場
の
整

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
一
日

任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事

監
事
の

東
中
曽
根
土
地
改
良
区

監

三
一
）
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の

一
般
市
民
の
市
民
活
動
の
活
性
化

三
〇
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名

山
口
県
知

備

平
成
一
八
、

五
、
一

八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項

測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条

完
了
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

山
口
県
知

名
称

工
事
着
手
時
期

備

平
成
一
七
、

九
、
二

山
口
県
知

別

氏

名

住

事

笹
木

鉄
雄

岩
国
市
周

完
了
の
届
出

を
通
じ
て
地
域
の
発
展
に
寄
与

名
及
び
住
所
の
届
出

第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第

及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し

事

二

井

関

成

六

〃

一
一
、
一
七

の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

あ
り
ま
し
た
。

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

事

二

井

関

成

工
事
完
了
時
期

二

平
成
二
〇
、

三
、
二
四

事

二

井

関

成所

東
町
西
長
野
三
一
九
の
二

す
る
こ
と
。

十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

た
。

二

作
業
の
地
域

山
口
市
及
び
長
門
市

基
本
測
量
（
国
土
調
査
及

二

作
業
の
地
域

宇
部
市
、
山
口
市
、
萩
市

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
一
年
六
月
十
八

一

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
基
盤
地
図
情

基
本
測
量
（
電
子
国
土
基

二

作
業
の
地
域

山
口
県
全
域

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五

一

作
業
の
種
類

一

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
基
盤
地
図
情

二

作
業
の
地
域

山
陽
小
野
田
市

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
一
年
五
月
十
一

一

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
標
高
デ
ー
タ

二

作
業
の
地
域

下
関
市

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
一
年
五
月
一
日

び
確
定
測
量
に
伴
う
基
準
点
測
量

、
長
門
市
、
美
祢
市
及
び
阿
武
郡

日
か
ら
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十

報
整
備
）

本
図
（
地
図
情
報
）
修
正
測
量
）

日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十

報
整
備
）

日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十

及
び
オ
ル
ソ
画
像
作
成
）

か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一

三

）阿
東
町

六
日
ま
で

一
日
ま
で

六
日
ま
で

日
ま
で



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日
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一二三

第 号

三（
二測

国
土十

一
年
七
月
二
十
一
日
印
刷

十
一
年
七
月
二
十
一
日
発
行

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
標
高
デ
ー
タ
及
び
オ

作
業
の
地
域

下
関
市
、
宇
部
市
、
萩
市
、
長
門

作
業
の
期
間

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日
か
ら
平

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
標
高
デ
ー
タ
及
び
オ

作
業
の
地
域

防
府
市
、
下
松
市
、
岩
国
市
、
光

並
び
に
熊
毛
郡
田
布
施
町
及
び
平

作
業
の
期
間

平
成
二
十
年
五
月
一
日
か
ら
平
成

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
一
日

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
二
万
五
千
分
の
一
地

作
業
の
地
域

山
口
県
全
域

作
業
の
期
間

平
成
二
十
年
四
月
七
日
か
ら
平
成

作
業
の
期
間

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
八
日
か

三
三
）
基
本
測
量
の
実
施
の
終
了

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

ル
ソ
画
像
作
成
）

市
、
美
祢
市
及
び
阿
武
郡
阿
武

成
二
十
一
年
三
月
十
九
日
ま
で

ル
ソ
画
像
作
成
）

市
、
柳
井
市
、
周
南
市
、
大
島

生
町

二
十
一
年
三
月
十
九
日
ま
で

山
口
県
知

形
図
修
正
測
量
）

二
十
一
年
三
月
二
十
四
日
ま
で

ら
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六

八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項

測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の

県

庁
知
事

町 郡
周
防
大
島
町
、
玖
珂
郡
和
木

事

二

井

関

成

日
ま
で

の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

一

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
基
盤
地
図
情

二

作
業
の
地
域

光
市
及
び
周
南
市

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

報
整
備
）

か
ら
同
年
三
月
二
十
七
日
ま
で

四


